


◆ 条例改正の背景等 ◆ 

※   「青少年」とは、「概ね18歳に達するまでの者（配偶者のある女子を除く。）」を想定しています。
　 　ただし、罰則等を伴う規定を設けていることから、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規
制について規定した条文においては、「青少年」を「18歳に達するまでの者（配偶者のある女子を除く。）」と
規定しています。

※   「若者」とは、「概ね18歳以上概ね30歳未満の者」を想定しています。

◆ 総則等 ◆

新　設前文

　次代の社会を担う青少年が、夢と希望を持って心身ともに健やかに成長し、自立した個人としての自

己を確立するとともに、若者が、社会における役割を担い、情熱を持ってその使命を果たしていくことは、

県民すべての願いです。

　この願いの実現に向けて、青少年が健全に成長するとともに若者がその使命を果たしていくためには、

私たち一人ひとりが、青少年の模範となり、青少年や若者とのかかわりを認識して相互に協力しながら

それぞれの担うべき役割を果たしていく必要があります。

　このため、県、県民、事業者等が一体となって、青少年の健全育成等について、たゆまぬ努力を重ね

ることを決意し、条例を制定するものです。

見直し目的（第1条）

　この条例は青少年の健全育成等について、次のことを目的としています。

　

新　設基本理念（第2条）

◆   　青少年の健全な育成は、青少年が、心身ともに健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ自

立した個人としての自己を確立できるよう、青少年の発達段階に応じて行われなければなりません。

◆   　活力に満ちた地域社会の実現のために若者が行う活動の支援は、若者が、若者の活動に積極的に取

り組み、その能力を発揮できるよう行われなければなりません。

◆   　青少年の健全な育成及び若者の活動の支援は、県、県民、保護者、青少年育成者及び事業者が、そ

れぞれの果たすべき役割に応じて、相互に協力しながら一体的に行われなければなりません。

◆ 核家族化や高度情報化等の進行による家庭や地域の教育力の低下

◆ 地域社会の担い手として、より一層の若者の活躍を期待
青少年の環境整備に加え、より青少年の健全育成を推進する必要性

活力ある地域社会の実現のための若者の活動を支援する必要性

全面改正
● 青少年の健全育成
● 若者の活動の支援

● 青少年の環境整備

改正条例

● 青少年の環境整備
　  （規制が主）

旧 条 例

◆ 青少年の健全な育成と若者の活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
　　●  青少年の健全な育成と若者の活動の支援について基本理念を定める。
　　●  県、県民、保護者、青少年育成者及び事業者の責務等を明らかにする。
　　●  青少年の健全育成と若者の活動の支援に関する施策の基本となる事項を定める。
◆ 青少年を取り巻く社会環境を整備する。
◆ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより青少年を保護する。

● 青少年の健全育成 ● 若者の活動の支援
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見直し県の責務（第3条）

　県は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策を総合的に策定し、

実施する責務を有します。

見直し県民の責務（第4条）

　県民は、基本理念にのっとり、次のことを行うよう努めなければなりません。

　◆ 青少年のための良好な環境を整備する。

　◆ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守る。

　◆ 若者の活動の支援を積極的に行う。

※   ｢県民｣ とは、国籍を問わず、茨城県内に居住するものを指し、自然人のほか法人も含まれます。

新　設保護者の責務（第5条）

　保護者は、基本理念にのっとり、次により青少年を監護し、教育するよう努めなければなりません。

　◆ 青少年を健全に育成することについて第一義的責任を有するものであることを自覚する。

　◆ 青少年の健全な育成について理解する。

※   ｢保護者｣ とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいいます。

新　設青少年育成者の責務（第6条）

　青少年育成者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ、その職務又は活動を通じて、自主的

かつ積極的に青少年の健全な育成に努めなければなりません。

※   ｢青少年育成者｣ とは、学校の関係者その他の青少年育成に携わる者をいいます。

見直し事業者の責務（第7条）

　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、青少年の健全な育成に配慮する

よう努めなければなりません。

新　設青少年及び若者の努力（第8条）

　青少年は、社会の一員としての自覚と責任を持つとともに、自らの生活を律し、社会的に自立した個

人として成長するよう努めなければなりません。

　若者は、社会におけるその役割と責任を自覚するとともに、若者の活動に積極的に取り組むよう努め

なければなりません。

◆ 青少年の健全な育成等に関する施策 ◆

新　設基本計画（第10条）

　知事は、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する基本的な計画を定めなければなりません。

新　設推進体制の整備（第11条）

　県は、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の推進を図るために必要な推進体制の

整備に努めます。

優良興行及び優良図書等の推奨（第12条）

　知事は、興行又は図書等の内容が、青少年の健全な育成のために特に有益であると認めるときは、こ

れを優良興行又は優良図書等として推奨することができます。

※   優良興行及び優良図書等の推奨に関する申し出については、P.11第42条を御参照ください。
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◆ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制 ◆

罰則強化有害図書等の指定及び販売等の禁止（第16条）　

　有害図書等を、青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付けをしてはなりません。また、閲覧、視聴、

聴取をさせてはなりません。

【罰則】図書等の販売等業者が違反した場合：30万円以下の罰金

見直し・罰則新設有害図書等の陳列場所の制限等（第17条）

◆   　図書等の販売等業者は、有害図書等を陳列するときは、

営業所の屋内の当該業務に従事する者が容易に監視するこ

とができる一定の場所に、規則で定める方法により、他の
図書等と区分して置かなければなりません。

◆  　図書等の販売等業者は、有害図書等を陳列する場所の見

やすい箇所に、当該有害図書等が青少年に販売等をするこ

と、閲覧、視聴、聴取をさせることが禁止されている旨を

掲示しなければなりません。

◆  　図書等の販売等業者は、人の全裸、半裸などでのひわい

な姿態やそれらに準じる姿態等の写真、絵（まんがを含む）

を表紙とする図書等を陳列するときは、表紙が店舗の外部

から見えない場所に置くよう努めなければなりません。

【罰則】 図書等の販売等業者が有害図書等の陳列場所の変更や青少年への有害図書等の販
売等が禁止されている旨の掲示の命令に従わなかった場合：30万円以下の罰金

有害図書等とは?

◆   　図書等の内容が、以下に該当すると認めら
れるものを知事が個別に指定します。（※申
し出については、P.11第42条を参照）

● 著しく青少年の性的感情を刺激するおそれがあるもの
　（指定例） ･男性向け成人誌
  ･少女コミック（｢甘い･情事｣、｢甘濡れ･Eve｣）

● 著しく青少年の粗暴性や残虐性を生じさせるおそれがあるもの
　（指定例） ･「多重人格探偵 サイコNo.1～No.9､ No.11」

● 著しく青少年の犯罪や自殺を誘発するおそれがあるもの
　（指定例） ･「チャンプロード 2006年3月号」

● 著しく青少年の心身の健康を害するおそれがあるもの
　（指定例） ･「TATTOO BURST 2009年11月号」
  ･「TATTOO LIFESTYLE vol.26」
 ･「TATTOO TRIBAL vol.40」

◆    　知事が個別指定しなくても、以下に該当す
る場合、自動的に有害図書等と見なされる包
括指定図書等になります。

●  　書籍等又は雑誌で、人の全裸、半裸などでのひ
わいな姿態等の写真、絵（まんがを含む）が以下の
いずれかに当たるもの

　　･ページ総数の5分の1以上を占めるもの
　　･20ページ以上のもの
　（指定例） ･男性向け成人誌
 ･レディースコミック（女性向け成人誌）

●  　ビデオテープ･DVDで、人の全裸、半裸などでのひ
わいな姿態等の映像が、合わせて3分を超えるもの

●   　人の全裸、半裸などでのひわいな姿態等の写真、
絵（まんがを含む）、又はそれらの印刷物

有害図書等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

!

!

個別指定図書等 包括指定図書等
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規則で定める有害図書等の区分陳列の方法等について

有害図書等の区分陳列方法

　「規則で定める方法」とは、営業所の屋内の当該業務に従事する者が容易に監視することができる一定
の場所に、以下のいずれかの方法で、他の図書等と区分して置かなければならないことをいいます。

◆  　有害図書等を、間仕切り、つ

いたてその他の方法により容

易に見通すことのできない場

所を設け、当該場所に陳列する

方法。

◆  　有害図書等を、それ以外の図

書等を陳列する棚の外周から

60センチメートル以上離れた

棚に陳列する方法。ただし、有

害図書等を陳列する棚を、それ

以外の図書等を陳列する棚の背

面に設置する方法を除く。

◆  　有害図書等を陳列する棚の前

面から10センチメートル以上

張り出した仕切り板（透視でき

ない材質及び構造のものとす

る。）を設け、仕切り板と仕切

り板との間に有害図書等をまと

めて陳列する方法。

◆  　有害図書等を、床面から150

センチメートル以上の高さの位

置に背表紙のみが見えるように

して、まとめて陳列する方法。

◆  　有害図書等を、ビニール包装、

ひも掛けその他の方法により容

易に閲覧できない状態にして、

まとめて陳列する方法。

青少年への販売等を禁止する旨の掲示方法

　上記のいずれかの方法による区分陳列に加え、有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に、以下の
ように、有害図書等が青少年に販売、貸付け、閲覧等をさせることが禁止されている旨を掲示しなけれ
ばなりません。

このコーナーの図書等は、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の規定により、

青少年（18歳未満）に販売、貸付け、閲覧等をさせることが禁止されております。

掲示の例

一般図書等

有害図書等

60cm以上

※ただし書き
　の部分

成人コーナー
成人コーナー成人コーナー

10cm以上

10cm以上

10cm以上

成人コーナー

成
人
コ
ー
ナ
ー

150cm以上

成人コーナー

成人コーナー

成人雑誌
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罰則強化有害器具等の指定及び販売等の禁止（第18条）　

　特定器具等の販売等業者は、大人のおもちゃ、使用済みの下着、一定基準以上のエアソフトガンやバ

タフライナイフ等、青少年に有害な器具（がん具）等を青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付けして

はなりません。

　また、何人も、正当な理由なく、青少年に有害な器具（がん具）等を青少年に販売、頒布、贈与、交換、

貸付け、又は所持をさせてはなりません。

※     「何人」とは、年齢を問わず、県民や、旅行者、滞在者など、現に茨城県内にいるすべての人（法人を含む。）
を指します。

【罰則】特定器具等の販売等業者が違反した場合：30万円以下の罰金

罰則新設・強化自動販売機等による図書等の収納の制限等（第19～28条）

　雑誌・ビデオ等の図書等や特定器具（がん具）等の自動販売機等を設置するときは、市町村への届出

が必要です。また、設置する自動販売機等ごとに、管理者を置かなければなりません。（ただし、自動販

売等業者の住所又は所在地と同一の市町村に設置する自動販売機等については、この限りでありません。）

　なお、自動販売機等に有害図書等や有害器具（がん具）等を収納してはなりません。

　自動販売機等は、学校、公民館、図書館等の施設の敷地の周囲から200m以内の区域には設置しない

よう努めなければなりません。また、設置した自動販売機等には、中の陳列物が容易に見えないように

する措置をとるよう努めなければなりません。

【罰則】自動販売等業者又は自動販売機等管理者が違反した場合
○  設置・変更・廃止に係る届出違反については30万円以下の罰金
○  有害図書等の収納違反については6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○  有害図書等の除去命令違反については50万円以下の罰金
○  自動販売機等の撤去命令違反については6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

!

!

200m

学校

公民館・図書館等

自動販売機等

200m
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有害興行の指定及び観覧の禁止（第15条）

　著しく青少年の性的感情を刺激する、粗暴性・残虐性を生じさせる、犯罪や自殺を誘発する、心身の

健康を害するなどにより、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして、知事が指定した有害興

行(映画等)を青少年に観覧させてはなりません。

【罰則】 興行者が違反した場合
○ 観 覧 さ せ た 場 合：20万円以下の罰金
○ 掲示しなかった場合：10万円以下の罰金

有害広告物の措置命令（第29条）　

　著しく青少年の性的感情を刺激する、粗暴性・残虐性を生じさせる、犯罪や自殺を誘発する、心身の

健康を害するなどにより、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある広告物については、知事が除去

又は内容変更を命ずることができます。

【罰則】命令に従わなかった場合：20万円以下の罰金

指定薬品類等の販売等の禁止（第30条）

　何人も、青少年に対し、薬品類等（シンナー、接着剤等）を、乱用するおそれがあることを知って販

売したり、乱用することの勧誘や強要をしてはなりません。

【罰則】 薬品類等の販売業者が違反した場合 ：20万円以下の罰金
 それ以外の者が違反した場合 ：10万円以下の罰金

質物の受入れ及び古物の買受けの禁止（第31条）　

　質屋営業法に規定する質屋又は古物営業法に規定する古物商は、青少年から物品を質にとって金銭を貸

し付けたり、古物を買い受けてはなりません（保護者の委託・同意のあるとき、その他やむをえない理由

があるときを除きます）。

【罰則】質屋又は古物商が違反した場合：20万円以下の罰金

※ 　興行者は入口の見やす
いところに必ず掲示しな
ければなりません。
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ま
だ
11
時
だ
し

帰
ら
な
く
て
も
い
い
だ
ろ
？

見直し深夜外出の制限（第33条）　

　保護者は、深夜に青少年を外出させないよう

努めなければなりません。

　また、何人も、保護者に事故があった場合な

ど正当な理由がある場合を除き、保護者の委託

又は承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出

し、同伴し、又はとどめてはなりません。

　深夜に営業を行う事業者は、施設内または敷

地内にいる青少年に帰宅を促すよう努めなけれ

ばなりません。

※   「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時
までをいいます。

【罰則】青少年の連れ出しなどの違反をした場合：30万円以下の罰金

見直し深夜における興行場等への入場の禁止（第34条）

　興行者等のうち、規則で定める映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェは、

深夜に青少年を入場させてはなりません。また、入口の見やすいところに、深夜における青少年の入場

を禁止する旨を掲示しなければなりません。

【罰則】規則で定める興行者等が違反した場合
○ 深夜に青少年を入場させた場合：30万円以下の罰金
○ 掲 示 を し な か っ た 場 合：10万円以下の罰金

※ 　規則で定める興行者等は、
入口の見やすいところへ掲
示しなければなりません。

茨
城
県
青
少
年
の
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全
育
成
等
に
関
す

る
条
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定
に
よ
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午
後
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一
時
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ら
翌
日
の
午
前
四
時
ま
で
の
間
は
、

十
八
歳
未
満
の
方
の
入
場
を
お
断
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い

た
し
ま
す
。

縦50㎝

横25㎝
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午後午後1111時から時から
　翌日午前4時　翌日午前4時
午後11時から
　翌日午前4時

午後午後1111時から時から
　翌日午前4時　翌日午前4時
午後11時から
　翌日午前4時
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見直し有害行為のための場所提供等の禁止（第32条）

　何人も次の有害行為が青少年に対してなされたり、青少年が有害行為を行うことが分かっていて、場

所を提供したり、あっせんしてはなりません。

〈有害行為〉

　◆ みだらな性行為又はわいせつ行為 ◆ 飲酒、喫煙、賭博、暴行　

　◆ 入れ墨を施し、又は受けさせる行為 ◆ シンナー、覚せい剤等の薬物の使用

　◆ 使用済みの下着の売り渡し

【罰則】 旅館業、風俗営業等の事業者が違反した場合 ：50万円以下の罰金
 それ以外の者の場合 ：30万円以下の罰金

新　設非行助長行為の禁止（第38条）

　何人も、青少年に対し、次の行為を行うよう勧誘、強要したり、次の行為を行わせる目的をもって金

品などを提供したりして、青少年の非行や不良行為を助長してはなりません。

　◆ みだらな性行為又はわいせつ行為 ◆ 飲酒、喫煙、賭博

　◆ 入れ墨を施し、又は受けさせる行為 ◆ シンナー、覚せい剤等の薬物の使用

　◆ 使用済みの下着の売り渡し ◆ 家出

　◆ 暴行、傷害、脅迫、恐喝、詐欺、窃盗、強盗、器物損壊、逮捕、監禁等

【罰則】違反した場合：1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

入れ墨等の禁止（第36条）　　　　　　　　　　

　何人も、青少年に対し、入れ墨をしたり、させたり、又は、これらの行為をあっせんしてはなりません。

【罰則】違反した場合：50万以下の罰金

　　上記の第36条では、青少年が一時的な好奇心により、入れ墨（タトゥーを含む。）
を施し、将来にわたるような禍根を残すことのないように、誰に対しても青少年
に入れ墨を施すこと等を禁止しています。

　近年、入れ墨がファッション化し、青少年の入れ墨に対する関心が高まってお
りますが、入れ墨は、一旦入れると容易に消すことができないうえ、プールなど
への入場を禁止されたり、就職や結婚などへ悪影響が出たりして、施術を後悔す
るおそれがあります。さらに施術の状況によっては、器具から感染症にかかり、
健康を害するおそれもあります。

　茨城県では、この規定の普及啓発に努めるとともに、入れ墨関連図書の有害指
定を行うなど、大人が青少年に入れ墨を施したり、青少年が自ら進んで入れ墨を
しないよう取り組んでいます。

　青少年の入れ墨の防止には、大人が青少年に入れ墨を施さないことはもちろん、
青少年が自ら進んで入れ墨をしないよう社会全体で取り組むことが大切です。

※  条例で規定する入れ墨には、右のようなタトゥーと言われるものも含みます。

!

◆

!

◆

!

〈未成年飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法〉　
　  酒類・たばこの未成年への販売は禁止されています。【罰則】業者が違反した場合：50万円以下の罰金

【関係法令】
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見直し・罰則強化みだらな性行為等の禁止（第35条）　

　何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはなりません。

　また、何人も、青少年にわいせつ行為をさせたり、みだらな性行為又はわいせつ行為を教えたり、見

せてはなりません。

【罰則】違反した場合
○  　青少年に対し、みだらな性行為をした場合、又は青少年に対し、わいせつ
　 行為をしたり、させた場合 ：2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○  　青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為を教えたり、見せた場合
 ：1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

〈児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律〉　
　対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童（18歳未満の者）と性交等をすること（児童

買春）は禁止されています。

　  【罰則】違反した場合：5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

〈児童福祉法〉
　児童（18歳未満の者）に淫行（みだらな性行為）をさせる行為は禁止されています。

　  【罰則】違反した場合：10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科

〈インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律〉
　いわゆる「出会い系サイト」を利用して、児童（18歳未満の者）を性的行為や援助交際の相手

方となるよう勧誘をする書き込みを行うことは禁止されています。

　  【罰則】違反した場合：100万円以下の罰金

新　設使用済みの下着の買受け等の禁止（第37条）

　何人も、青少年から使用済みの下着を買い受けたり、売却の委託を受けたり、交換したり、売買をと

りもったりしてはなりません。

【罰則】違反した場合：30万円以下の罰金

見直しインターネット利用環境の整備（第39条）

　学校やインターネットカフェなどが、インターネットを利用できるパソコンなどを青少年に利用させ

る場合は、フィルタリングソフト（※1）などを使って、青少年に有害情報（※2）を閲覧・視聴させ

ないようにしなければなりません。

　家電品販売店や携帯電話販売店などのパソコン・携帯電話の販売者やプロバイダーは、フィルタリン

グソフトなどの必要な情報を提供するよう努めなければなりません。

※1　フィルタリングソフト： 　有害なウェブサイトを青少年に見せないようにするための
ソフトウェア

※2　有 害 情 報： 　著しく青少年の性的感情を刺激する、粗暴性・残虐性を生じさせる、
犯罪や自殺を誘発する、心身の健康を害するおそれがあるなどの情報

【用語解説】

【関係法令】

!

!
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新　設事業者の努力（第14条）

　興行者（映画館）、図書等の販売等業者等のほか、物品の販売又は役務を業とする事業者は、自主的な

方法により、青少年の健全な育成を阻害することのないように努めなければなりません。

推奨・指定・命令に関する申出（第42条）

　何人も、次のことをすることが適当であると認めるときは、その旨を知事に申し出ることができます。

　● 優良興行・優良図書等の推奨　● 有害興行・有害図書等・有害器具等の指定

　● 有害興行の指定の取り消し　　● 有害広告物の除去・内容変更命令

立入調査等（第44条）

　この条例の徹底を図るため、立入調査員は、条例により義務を課されている営業所に立ち入り、調査

をしたり、その業務について資料の提供を求めることができます。

【罰則】立入調査を拒んだり、資料の提出や質問を拒むなどした場合：10万円以下の罰金

〈青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律〉
（平成21年4月1日施行）　
◆ 事業者
●  　青少年が携帯電話などでインターネットを利用する場合に
は、フィルタリングサービス（※）を設定しなければなりま
せん。（但し、保護者の申出がある場合を除く。）

※　フィルタリングサービス：　有害なウェブサイトを青少年に見せないように制限するサービス
◆ 保護者
● 　青少年が利用する携帯電話などを購入する場合、その旨を事業者に申し出なければなりません。
●  　パソコンや携帯電話、携帯ゲーム機、インターネット対応テレビなどを使って青少年がインター
ネットを利用する場合には、フィルタリングソフトを利用するなど適切に管理しなければなりません。

【関係法令】

境の整備等に関

!

青少年に対し、条例に違反する行為を行った場合、相手が青少年（18歳未満）である
ことを知らなかったからといって免責されるものではありません。

次のような場合が当てはまります。

●   　青少年に対して指定薬品類を乱用のおそれがあると知りながら販売したり、乱用する
ことの勧誘や強要をした（第30条）

●   　青少年に対して有害行為（みだらな性行為、飲酒、喫煙、入れ墨、シンナー、薬物の
使用等）が行われると知りながら場所を提供した（第32条）

●  　青少年を正当な理由なく深夜に連れ出した、同伴、とどめた（第33条）
●  　青少年に対してみだらな性行為やわいせつ行為をした（第35条）
●  　青少年に対して入れ墨を入れた（第36条）
●  　青少年から使用済みの下着を買い受けた（第37条）
●  　青少年の非行又は不良行為を助長した（第38条）

●  　青少年に対して有害興行を観覧させた（第15条）　
●  　青少年に対して有害図書等を販売、視聴、聴取させた（第16条）　
●  　青少年に対して有害器具を販売した（第18条）
●   　青少年から正当な理由なく物品を質にとって金銭を貸し付けたり、古物を買い
受けた（第31条）

●   　青少年を深夜に映画館やカラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェに入
場させた（第34条）

誰でも…

業者が…
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